
 

 

 この無料電話相談はおひとり様１回のご利用とさせていただきます。 

 事業者を除く個人の方が対象です。 

 電話相談を行った弁護士に継続相談や依頼を希望する際は、弁護士にその旨をお伝えください。 

その場合、弁護士の法律事務所規定の相談料や費用がかかります。 

 神奈川県弁護士会では債務整理に関する無料面談相談も実施しています（裏面参照） 

 

神奈川県弁護士会は、神奈川県内に法律事務所を持つ弁護士全員が加入する法定団体です 
神奈川県弁護士会 総合法律相談センター 

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通９ 神奈川県弁護士会館１階 

  

弁護士による高齢の方や相談所が遠方の方への 

債務整理に関する２０分無料電話相談 

手遅れになる前にまずはご相談を！ 
 

多額の借金は生活の根底を脅かします。 

返済に追われる日々を抜け出し、新たな生活を築くために、 

弁護士があなたの状況にあった解決方法をアドバイスします。 
 

債務整理ダイヤル申込電話番号 
 

 

 

【受付時間】平日 9:30～12:00・13:00～16:30 

045-211-8303 

【ご利用の流れ】 

① 上記電話番号宛にお申込ください、弁護士会事務局が受付を行います 

② 申込当日または翌日（土日祝日除く）に、弁護士から折り返しお電話

しますので、そこで２０分程度の無料法律相談を実施します 

 



 

債務整理に関する無料面談相談ができる神奈川県弁護士会の法律相談センター 

 

横浜駅西口法律相談センター   川崎法律相談センター 

予約電話 045-620-8300   予約電話 044-223-1149 

  
 

小田原法律相談センター   横須賀法律相談センター 

予約電話 0465-24-0017   予約電話 046-822-9688 

  
 

相模原法律相談センター    海老名法律相談センター 

予約電話 042-776-5200   予約電話 046-236-5110 
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